
奈良県冬季誘客イベント「大立山まつり」実行委員会会則の一部改正（案） 
 

第１章    総 則 

 

（名称） 

第１条  この会は、奈良県冬季誘客イベント「大立山まつり」実行委員会（以

下「本会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会は、奈良県冬季誘客イベント「大立山まつり」を円滑に実施する

ために、必要な事業を推進することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）奈良県冬季誘客イベント「大立山まつり」の実施に必要な計画の策定、

及び準備に関すること。 

（２）奈良県冬季誘客イベント「大立山まつり」の広報及び運営に関すること。 

（３）その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

 

第２章    組 織 

 

（組織） 

第４条 本会は、会長、副会長、委員、監事をもって構成する。 

 

（役員） 

第５条 本会に、次の役員を置く。 

（１）会長       １名 

（２）副会長     ２名 

（３）監事       ２名 

 

（役員の選任） 

第６条 会長は、委員の互選とする。 

２ 委員は会長が委嘱する。 

３  副会長および監事は委員のうちから会長が指名する。 

 

（役員の職務） 

第７条  会長は本会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

３ 委員は、事業実施に必要な事項を審議する。 

 

 

 （任期） 

第８条 役員及び委員の任期は、本会の解散の日までとする。ただし、特別な

理由があるときは、その限りでない。 



  (役員の解任) 

第９条  役員にその職としてふさわしくない行為があったときは、総会におい

て委員現在数の３分の２以上の議決により解任することができる。 

 

第３章    会 議 

 

（総会） 

第 10 条  本会に総会を置く。 

２ 総会は会長、副会長及び委員（以下「委員等」という。）をもって構成し、

必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。  

（１）奈良県冬季誘客イベント「大立山まつり」実施の基本方針に関する事項 

（２）予算及び決算に関する事項 

（３）会則の制定及び改廃に関する事項 

（４）その他本会の運営に関して重要な事項 

４ 総会の議長は、会長または会長の指名するものがあたる。 

５ 総会は、委員等の現在数の過半数の者が出席しなければ、議事を開き、審

議決定することはできない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじ

め意思を表示した者及び代理人をして表決を委任した者は、出席委員等の数

に加えることができる。 

６ 総会の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

７ 会長は、必要と認めるときは、総会の委員以外の関係者の出席を求め、意

見または説明を聞くことができる。 

８ 会長が緊急を要すると認めた場合に限り、持ち回りにより委員等の現在数

の過半数の同意によって議決することができる。 

 

 （部会） 

第 11 条 本会は、必要に応じて部会を置くことができる。部会は会長が委員の

うちから指名した部会長及び協力団体の部員をもって構成する。 

２  部会は、必要に応じて会長が招集し、部会長が議長となり、部員に意見を

求める。 

３  部会に必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第４章    会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第 12 条 会長は、次の場合において専決処分することができる。 

（１）総会で審議すべき事項について、緊急を要するための総会を招集する 

  時間的余裕がないとき。 

（２）総会で審議すべき事項において、軽易な事項と認められるとき。 

２ 前項の規定により専決処分したときは、会長は、これを次の総会で報告し、 

その承認を求めなければならない。 

 

 

 

 



第５章    事務局 

（事務局） 

第 13 条 本会の事務を処理するために事務局を置く。 

２ 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章    会 計 

（会計監査） 

第 14 条 監事は出納を監督、検査する。 

 

（会計） 

第 15 条 本会の会計事務は、事務局が処理する。 

２ 事務局は、予算（案）を作成し、本会の承認を得なければならない。 

３ 事務局は、会計監査による承認を受け、当該会計の決算を本会に報告し、

その承認を受けなければならない。 

 

（経費） 

第 16 条 本会の会計は、負担金、寄付金、事業に伴う収入及びその他の収入を

もって充てる。 

 

（会計年度） 

第 17 条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２  本会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第７章    その他 

 

（解散） 

第 18 条 本会は、第２条の目的が達せられたとき、総会の議決によって解散す

る。 

 

（その他） 

第 19 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営その他について必要な事項

は、会長が別に定める。 

 

 附 則 この会則は、平成２７年１０月９日から施行する。 

 

附 則 この会則は、平成３０年 ７月９日から施行する。 


